
ポンプの運転調整とは？

ポンプの運転調整を行います堤防決壊などによる甚大な
被害を回避するために！

堤防が耐えられる最高の水位。

河川の水位が H.W.L を超える
と堤防が決壊したり、あふれた
りする危険があります。

H.W.L

イメージ

ハイウォーターレベル

ハイウォーターレベル

H.W.Lとは…

堤防の決壊や越水による六角川・牛津川の河川の氾濫による災害を防止するため、
排水ポンプの運転を停止することです。

　洪水時は、雨が降ることにより河川の水位が上昇し、堤防が耐えられる最高の水位（H.W.L）を
超えると、決壊・越水が生じ地域にとって壊滅的な被害を招く恐れがあります。このような状況
を回避するために、ポンプの運転調整を実施します。

　六角川・牛津川は、流域でポンプ排水量約360㎥/sの排水機場が整備されており、洪水時
による河川水位への影響は無視できないものとなっています。このため、河川氾濫による甚
大な洪水被害を回避するため、最終的な手段としてやむを得ず実施するものです。六角川流域
ではこれまで平成21年７月、平成24年７月および平成30年７月に運転調整を実施してきました。
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牛津川の水位がH.W.L を超えた際の状況

牛津川

牛津川（牛津出張所前）7k840 右岸付近（H30/7/6 18:30 頃）

けっ　かい えっ　すい

�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�

�
川

�

川

六角川

六角川

六角川

六角川

��川

��川

六角川

1

0

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1314

151617
18

19

20

21
22

23

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

2324

25

26
0

1

27

28

29

30

31

34

34

34

34

35

203

203

444

207

207

444

498

498

���

大��

���

江��

���

���

� � �

� � �

0

凡

例

排水機場（国土交通省）　　排水機場（地方自治体）

排水機場（農林水産省、公害事業団）

水位観測所

条件①、③

条件③

条件①、②、③

（②は砥川大橋

　 水位による）

六角橋

砥川大橋

住之江橋

既設排水機場位置図および
運転調整の判断基準となる水位観測所【ポンプ運転を停止する条件】

地域によって条件が異なります  図をご確認ください ！

【ポンプ運転を再開する条件】

条件①　各排水機場地点で六角川・牛津川の河川
　　　　の水位（外水位）がH.W.Lを超えた場合
条件②　各排水機場の下流地点において、六角川・
　　　　牛津川の河川の水位（外水位）がH.W.L
　　　　に達した場合
条件③　各排水機場の下流地点において、堤防の
　　　　決壊、越水、漏水など重大な災害が発生
　　　　する恐れがある場合

がい  すい　 い

ろう　すい

　雨域や潮位の影響から、増水の恐れがないと思
われるとき

う　いき ちょう　い

・建設課（東館１階）【担当】池田正・池田義　☎37・6120
・国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 管理第一課
　☎0954・23・5151　　　qsr-takeo@mlit.go.jp
　ホームページ　http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/

佐賀県、武雄市、多久市、小城市、大町町、江北町、白石町、農林水産省、国土交通省
六角川排水ポンプ運転調整協議会

お知らせ
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ポンプの運転調整とは？

ポンプの運転調整を行います堤防決壊などによる甚大な
被害を回避するために！

堤防が耐えられる最高の水位。

河川の水位が H.W.L を超える
と堤防が決壊したり、あふれた
りする危険があります。

H.W.L

イメージ

ハイウォーターレベル

ハイウォーターレベル

H.W.Lとは…

堤防の決壊や越水による六角川・牛津川の河川の氾濫による災害を防止するため、
排水ポンプの運転を停止することです。

　洪水時は、雨が降ることにより河川の水位が上昇し、堤防が耐えられる最高の水位（H.W.L）を
超えると、決壊・越水が生じ地域にとって壊滅的な被害を招く恐れがあります。このような状況
を回避するために、ポンプの運転調整を実施します。

　六角川・牛津川は、流域でポンプ排水量約360㎥/sの排水機場が整備されており、洪水時
による河川水位への影響は無視できないものとなっています。このため、河川氾濫による甚
大な洪水被害を回避するため、最終的な手段としてやむを得ず実施するものです。六角川流域
ではこれまで平成21年７月、平成24年７月および平成30年７月に運転調整を実施してきました。
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牛津川の水位がH.W.L を超えた際の状況

牛津川

牛津川（牛津出張所前）7k840 右岸付近（H30/7/6 18:30 頃）

けっ　かい えっ　すい

�
�
�

�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�

�
川

�

川

六角川

六角川

六角川

六角川

��川

��川

六角川

1

0

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1314

151617
18

19

20

21
22

23

10

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

2324

25

26
0

1

27

28

29

30

31

34

34

34

34

35

203

203

444

207

207

444

498

498

���

大��

���

江��

���

���

� � �

� � �

0

凡

例

排水機場（国土交通省）　　排水機場（地方自治体）

排水機場（農林水産省、公害事業団）

水位観測所

条件①、③

条件③

条件①、②、③

（②は砥川大橋

　 水位による）

六角橋

砥川大橋

住之江橋

既設排水機場位置図および
運転調整の判断基準となる水位観測所【ポンプ運転を停止する条件】

地域によって条件が異なります  図をご確認ください ！

【ポンプ運転を再開する条件】

条件①　各排水機場地点で六角川・牛津川の河川
　　　　の水位（外水位）がH.W.Lを超えた場合
条件②　各排水機場の下流地点において、六角川・
　　　　牛津川の河川の水位（外水位）がH.W.L
　　　　に達した場合
条件③　各排水機場の下流地点において、堤防の
　　　　決壊、越水、漏水など重大な災害が発生
　　　　する恐れがある場合

がい  すい　 い

ろう　すい

　雨域や潮位の影響から、増水の恐れがないと思
われるとき

う　いき ちょう　い

・建設課（東館１階）【担当】池田正・池田義　☎37・6120
・国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所 管理第一課
　☎0954・23・5151　　　qsr-takeo@mlit.go.jp
　ホームページ　http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/

佐賀県、武雄市、多久市、小城市、大町町、江北町、白石町、農林水産省、国土交通省
六角川排水ポンプ運転調整協議会

 建設課（東館１階）  【担当】辻・徳永　☎37・6120

河川等モニタリングカメラを活用しましょう

　
市
内
の
河
川
や
排
水
機
場
を

中
心
に
、
緊
急
時
な
ど
の
対
応

を
支
援
す
る
た
め
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
画
面
右

側
に
あ
る
「
小
城
市
水
害
監
視

カ
メ
ラ
」
の
バ
ナ
ー
を
ク
リ
ッ

ク
し
て
く
だ
さ
い
。
ペ
ー
ジ
内

の
「
河
川
カ
メ
ラ
一
覧
画
面
」

で
、
現
在
の
河
川
な
ど
の
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
地
図
上
の
ポ
イ
ン
ト

を
押
す
と
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
カ

メ
ラ
設
置
箇
所
の
拡
大
画
面
に

切
り
替
わ
り
ま
す
。

《
携
帯
電
話
で
も
静
止
画
像

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
》

①�

携
帯
電
話
の
バ
ー
コ
ー
ド

リ
ー
ダ
ー
で
右
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
読
み
取
り
ま
す
。

②�

Ｕ
Ｒ
Ｌ
が
表
示
さ
れ
る
の

で
、
決
定
ボ
タ
ン
を
押
し
接

続
し
ま
す
。

③
ペ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

〔市ホームページ〕

動画での確認はバナーを
クリックしてください

お
知
ら
せ
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・ゆめぷらっと小城
・三里小学校　・桜岡小学校
・岩松小学校　・晴田小学校
・小城保育園　・三里保育園
・晴田幼稚園
・小城中学校
・小城公民館三里支館
・小城公民館晴田支館
・小城公民館岩松支館
・小城体育センター

・牛津体育センター　・アイル
・牛津小学校　・砥川小学校
・牛津中学校　・牛津武道館
・砥川保育園
・牛津公民館別館

・ゆめりあ
・三日月中学校
・三日月小学校
・三日月幼稚園
・児童センター
・三日月体育館

・芦刈小学校
・芦刈中学校
・芦刈文化体育館
・あしぱる

小城町小城町

牛津町牛津町

芦刈町芦刈町

三日月町三日月町

指定避難所（合計35カ所）
枠で囲まれた４カ所は拠点避難所です。災害が発生する
恐れがあるとき、まず、この４カ所を自主避難所として
開設しています。

災害に備えて災害に備えて
～避難所を知ろう！～

　台風や大雨による災害が全国各地で数多く起き
ています。災害はいつ起こるかわかりません。も
しものときに備えて、避難所を確認しましょう。

市ホームページでは、さらに詳しい場所がわかります。

災害の程度、箇所および避難所の被災状況を見て避難所を選定し、開設しま
す。開設時には、防災無線での放送や市ホームページ、防災メールでお知ら
せしますので、ご確認ください。
（本誌26ページに「災害情報の収集方法」を載せています）注意！

・桜楽館

・牛津公民館

・ドゥイング三日月

・ひまわり

防災対策課（西館２階）【担当】友田・川原田　☎37・6119 小城市ホームページから 検索避難所

お知らせ
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〜新しい保険証を７月１2日（金）から順次発送します！〜

〜医療費が高額になりそうなとき〜

 国保年金課（西館１階）  【担当】塚元・野田　☎37・6101

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入
している皆さんへ

各種保険証 旧 新

国保 ピンク色 うぐいす色

後期高齢 橙
だいだい

色 水色

佐 賀 県

国民健康保険

被 保 険 者 証 一般

有効期限 令和 2年　7月 3 1日

記 号 番 号 0000001

氏　　　　名 小城　一郎

生 年 月 日

適 用 年 月 日

交 付 年 月 日

世 帯 主 氏 名

昭和29年　1月11日

平成26年　4月　1日

令和 元年　8月　1日

小城　一郎

住所　　小城市三日月町長神田2312番地2

保険者番号　　410084 交付者名　小城市

性　別　　男

見 本

保険証の有効期限は7月3１日です
　現在お持ちの保険証は、令和元年（平成31年）
７月31日が有効期限です。期限が切れた後は、
裁断するなどして破棄してください。新しい保
険証は、７月中に【簡易書留】でお届けしますの
で、８月以降にご使用ください。保険証の色は
左記のように変わります。

《お願い》
　新しい保険証が届いたら、住所・氏名・性別・
生年月日の確認をお願いします。記載内容に誤
りがある場合は、ご連絡ください。

　入院や高額な外来を受診する時に「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口負担が自己負担限
度額までになります。限度額適用認定証が必要な場合は、国保年金課へお問い合わせください。
※�限度額は、世帯の所得によって異なります。
※�70歳以上の人は、世帯によって限度額適用認定証が必要でない場合があります。

　社会保険や建設国保などの加入・喪失手続きは、
会社が行ってくれますが、国民健康保険の加入・
喪失手続きは自分でしないといけません！
　手続きをしないと、社会保険料と国保税を二重
に支払うことになります。右記のものを持参し、
国保年金課で手続きを行ってください。

あなたは２つの保険資格（国民健康保険と社会保険など）を持っていませんか？
・加入した健康保険の保険証（扶養家族分も）
・国保の保険証（切り替えた人全員分）
・マイナンバーが分かるもの
　（世帯主および対象者分）
　（通知カード、個人番号カードなど）
・印かん（朱肉を使うもの）

　８月以降に限度額適用認定証を利用さ
れる人は、８月以降に手続きが必要です。
印かん、保険証、マイナンバーが分かる
ものを持参し、国保年金課で手続きを
行ってください。
※�国保税に滞納がある場合は発行できません。

　現在、限度額適用認定証をお持ちの人で、８月以降も負
担区分に変更がなければ、新しい認定証を保険証と一緒に
７月中に送付します。
※�現在お持ちでない人で、対象の人は、申請により交付を行いま
す。対象者のマイナンバーが分かるもの、申請者（記入される
人）の印かんを持参し、国保年金課で手続きを行ってください。

国民健康保険 後期高齢者医療

お
知
ら
せ
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お知らせ

　
保
険
料
（
令
和
元
年
度
の
保
険
料

は
月
額
１
６
、４
１
０
円
）
を
納
め

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に

は
、
本
人
の
申
請
に
よ
っ
て
保
険
料

の
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

※�
国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま

放
置
す
る
と
年
金
を
受
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
全
額
免
除
・
一
部
免
除
申
請

　
本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険

料
の
納
付
が
全
額
免
除
ま
た
は
一
部

免
除
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
猶
予
申
請

　
5０
歳
未
満
の
人
で
本
人
・
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

③
学
生
納
付
特
例
申
請

　

特
例
が
認
め
ら
れ
た
学
校
（
大

学
・
短
大
・
専
門
学
校
な
ど
）
の
学

生
で
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

※�

①
～
③
は
、
申
請
時
点
の
２
年
１

カ
月
前
の
月
分
ま
で
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ

る
と
万
が
一
の
際
に
障
害
基
礎
年

金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

《
上
記
①
②
を
申
請
す
る
人
》

・
印
か
ん
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

※�

平
成
3０
年
中
の
所
得
が
未
申
告
の

人
は
申
請
の
受
付
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
際
は
所
得
の
申
告
を
終
え
て

　
か
ら
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

（
申
請
者
の
配
偶
者
や
世
帯
主
が

　
未
申
告
の
場
合
も
同
様
で
す
）

《
上
記
③
を
申
請
す
る
人
》

・
印
か
ん
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

・�

学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在
学
証

明
書

 国保年金課（西館１階）  【担当】後藤・塚元　☎37・6101

国民年金保険料免除制度をご活用ください

免除と未納の違い

全額免除 一部免除※ 納付猶予
学生納付特例 未納

障害・遺族基礎年金の受給資
格期間に計算されるか？ ○ ○ ○ ×

老齢基礎年金の受給資格期間
に算入されるか？ ○ ○ ○ ×

老齢基礎年金の年金額に
反映されるか？ ○ ○ × ×

※一部免除は、一部免除保険料を納付しなければ未納扱いとなります。

令和元年７月〜令和２年６月
分の国民年金保険料免除など
の申請受付を、７月１日（月）
から始めます。

退
職（
失
業
）時
の

�

特
例
免
除
制
度

　
免
除
な
ど
の
申
請
を
す
る
年

度
ま
た
は
前
年
度
に
退
職
（
失

業
）
し
た
人
は
「
特
例
免
除
制

度
」
を
利
用
で
き
ま
す
。
こ
の

特
例
制
度
は
、
退
職
さ
れ
た
人

の
所
得
を
除
外
し
て
審
査
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、退
職
さ
れ
た
人
以

外
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る

と
き
は
免
除
な
ど
が
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
例
免
除
申
請
に
必
要
な
も
の

　
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

発
行
）
の
写
し
。

※�

公
務
員
の
人
は
退
職
辞
令
の

写
し
で
可
。
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 高齢障がい支援課（西館１階） 
【担当】福井・嘉村　☎37・6108

「重度心身障害者�医療費助成
受給資格者証」の更新

　
更
新
手
続
き
の
場
所
と
日

程
は
次
の
と
お
り
で
す
。

芦
刈
町
の
対
象
者

場
所　
あ
し
ぱ
る

　
７
月
３
日
㈬

牛
津
町
の
対
象
者

場
所　
牛
津
公
民
館

　
７
月
５
日
㈮

小
城
町
の
対
象
者

場
所　
ゆ
め
ぷ
ら
っ
と
小
城

　
７
月
11
日
㈭

（
桜
岡
・
岩
松
校
区
の
人
）

　
７
月
12
日
㈮

（
晴
田
・
三
里
校
区
の
人
）

三
日
月
町
の
対
象
者

場
所

　
小
城
市
役
所　
西
館
１
階

　
７
月
18
日
㈭
・
19
日
㈮

受
付
時
間　
９
時
～
17
時

※�

指
定
日
に
手
続
き
が
で
き

な
い
場
合
は
、
７
月
18
日

㈭
以
降
に
高
齢
障
が
い
支

援
課
障
が
い
者
支
援
係
で

手
続
き
く
だ
さ
い
。

※�

対
象
者
に
は
、
個
別
に
通

知
し
ま
す
。

 高齢障がい支援課（西館１階）  【担当】嘉村・原　☎37・6108

発達障害児（者）専門相談窓口のお知らせ

　
県
で
は
発
達
障
が
い
児（
者
）

お
よ
び
そ
の
ご
家
族
が
、
住
み

慣
れ
た
地
域
で
支
援
が
受
け
ら

れ
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、

専
門
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
発
達
障
が
い
児
（
者
）

や
ご
家
族
な
ど
の
相
談
を
専
門

相
談
員
が
お
受
け
し
、
ケ
ー
ス

に
応
じ
て
適
切
な
医
療
機
関
、

相
談
機
関
、
教
育
機
関
、
療
育

機
関
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

対
象
者

　
県
内
在
住
の
発
達
障
が
い
児

（
者
）、
ま
た
は
そ
の
ご
家
族

（�

発
達
障
が
い
の
疑
い
が
あ

る
人
も
含
み
ま
す
）

内
容

　
面
談
（
１
回
5０
分
程
度
）

申
込
方
法

　
電
話
に
よ
る
予
約
制

場
所
お
よ
び
窓
口
設
置
日

　
桜
楽
館

（
原
則
、
毎
月
第
２
月
曜
日
）

　
都
合
に
よ
り
、
場
所
・
日
程

が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※�

小
城
市
以
外
の
地
域
で
も
開

催
さ
れ
て
い
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
せ
先

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
そ
れ
い
ゆ

専
門
相
談
窓
口
受
付
担
当

☎
37
・
０
２
５
０

受
付
曜
日
・
時
間

　
月
～
金
（
祝
日
を
除
く
）

　
1０
時
～
17
時

小城市ホームページから
検索発達障害専門相談窓口

 高齢障がい支援課（西館１階） 
【担当】嘉村・福井　☎37・6108

療育キャンプ参加費を
助成します

　
親
の
会
な
ど
が
主
催
す
る

宿
泊
を
伴
う
療
育
キ
ャ
ン
プ

へ
の
参
加
費
用
の
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
者　
市
内
在
住
の
身
体

障
が
い
者
（
児
）
ま
た
は
知

的
障
が
い
者
（
児
）

助
成
額　
１
人
１
泊
に
つ
き

３
、０
０
０
円
を
限
度
と
し
、

実
支
出
額
と
比
較
し
て
少
な

い
方
の
額

手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
か
ん
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

・�

キ
ャ
ン
プ
実
施
要
領
な
ど

（
主
催
者
、
実
施
期
間
、

参
加
費
が
わ
か
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
な
ど
）

・�

キ
ャ
ン
プ
参
加
申
込
書

（
キ
ャ
ン
プ
申
し
込
み
後

の
控
え
な
ど
）

※�

参
加
さ
れ
る
前
に
、
決
定

を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
予
定

を
さ
れ
て
い
る
場
合
は
早

め
に
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。

お
知
ら
せ
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お知らせ

介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対象者 要支援・要介護認定を受けている人や
事業対象者

介護保険施設に入所している人や
ショートステイを利用する人

証の色 白色　 ピンク色　

現在の有効期限 ７月31日（水）まで ７月31日（水）まで

更新の手続き
手続きは不要。
佐賀中部広域連合から新しい負担割合証
を郵送します。

８月以降も認定証が必要な場合は、６月３日
～28日に、佐賀中部広域連合または高齢障
がい支援課に更新の申請をしてください。

新しい証の到着 ７月中旬 ７月中旬

 ◦佐賀中部広域連合　給付課　　  【担当】坂井・木村　☎40・1134
◦高齢障がい支援課（西館１階）  【担当】西村・辻田　☎37・6108

介護保険負担割合証などの更新について

※�介護サービスを利用している人は、新しい負担割合証・負担限度額認定証をケアマネジャーやサービス事業者に提示し
てください。

 農林水産課（東館１階）  
【担当】中江・古賀・金丸　☎37・612５

 高齢障がい支援課（西館１階） 
【担当】手塚・今泉　☎37・6108

電気牧柵の補助
について

　
高
齢
者
を
対
象
に「
運
動
」

と
「
買
物
」
を
併
せ
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
、
認
知
症
予
防
・

閉
じ
こ
も
り
予
防
の
事
業
を

実
施
し
ま
す
。

　
各
４
町
の
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
な
ど
で
百
歳
体
操
を
行

い
、
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
セ
ン

タ
ー
で
歩
き
な
が
ら
商
品
を

選
び
買
物
を
楽
し
ん
で
も
ら

い
ま
す
。

　
自
分
で
考
え
、
動
く
こ
と

が
認
知
症
を
含
め
介
護
予
防

に
つ
な
が
り
ま
す
。
８
月
か

ら
各
町
月
１
回
開
催
予
定
で

す
。
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

対
象
者　
６5
歳
以
上
で
自
ら

移
動
す
る
手
段
が
な
く
、
買

物
に
行
く
こ
と
が
難
し
い
人

参
加
費　
１
回
２
０
０
円

定
員　
各
町
15
人

申
込
方
法　
高
齢
障
が
い
支

援
課
へ
直
接
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
定
員
に
な
り
次
第
締

め
切
り
ま
す
。

　
市
で
は
イ
ノ
シ
シ
な
ど
か

ら
の
農
作
物
被
害
対
策
と
し

て
電
気
牧
柵
の
補
助
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
現
在
、
被
害
で
悩
ま
れ
て

い
る
人
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　
小
城
市
在
住
の
人
お
よ
び

小
城
市
内
に
圃
場
を
持
っ
て

い
る
人

補
助
内
容

①
本
体
（
バ
ッ
テ
リ
ー
）

②
本
体
（
バ
ッ
テ
リ
ー
）
＋

　
支
柱
、
コ
ー
ド
、
ガ
イ
シ

　
（
５
０
０
ｍ
分
）

農
家
負
担
額

①
１
４
、０
０
０
円�

②
４
１
、０
０
０
円

申
請
方
法

　
農
林
水
産
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

小城市ホームページから
検索電気牧柵 運動と買物で認知症予防
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 健康増進課（西館１階）  【担当】小野・村岡　☎37・6106

食中毒に気をつけましょう

　
夏
場
の
食
中
毒
は
家
庭
で
も

発
生
し
て
い
ま
す
。
食
中
毒
の

原
因
で
あ
る
細
菌
は
、
温
度
や

湿
度
な
ど
の
条
件
が
そ
ろ
う
と

食
べ
物
の
中
で
増
殖
し
ま
す
。

そ
れ
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
り
食

中
毒
が
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
。

食
中
毒
を
防
ぐ
た
め
に
、
家
庭

で
で
き
る
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を

実
践
し
ま
し
ょ
う
。

①
食
品
の
購
入　

・�

消
費
期
限
な
ど
の
表
示
を
確

認
す
る
。

・�

肉
や
魚
は
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て

包
む
。

・�

寄
り
道
し
な
い
で
ま
っ
す
ぐ

帰
る
。

②
家
庭
で
の
保
存

・�

帰
っ
た
ら
す
ぐ
に
冷
蔵
庫（
冷

凍
庫
）
へ
入
れ
る
。

・�

肉
や
魚
は
汁
が
も
れ
な
い
よ

う
に
包
ん
で
保
存
す
る
。

・�

冷
蔵
庫
は
1０
℃
以
下
、
冷
凍

庫
は
、
マ
イ
ナ
ス
15
℃
以
下

に
保
つ
。

・�

冷
蔵
庫
（
冷
凍
庫
）
に
は
詰

め
過
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
。

③
下
準
備

・�

調
理
前
に
は
手
を
石
け
ん
で

丁
寧
に
洗
う
。

・�

野
菜
な
ど

　
の
食
材
は

　
よ
く
洗
う
。

・�

包
丁
は
生
肉
・
魚
を
切
っ
た

ら
洗
っ
て
熱
湯
を
か
け
る
。

・�

冷
凍
食
品
の
解
凍
は
冷
蔵
庫

で
行
う
。

・�

タ
オ
ル
や
ふ
き
ん
は
清
潔
な

も
の
に
交
換
す
る
。

④
調
理

・
調
理
前
に
手
を
洗
う
。

・
加
熱
は
十
分
に
行
う
。

（
目
安
は
中
心
部
分
の
温
度�

　
が
75
℃
で
１
分
間
以
上
）

・�

調
理
を
途
中
で
止
め
た
ら
食

品
は
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
。

⑤
食
事

・�

食
事
の
前
に
手
を
洗
う
。

・�

長
時
間
室
温
に
放
置
し
な
い
。

・�

盛
り
付
け
に
は
清
潔
な
器
具
、

食
器
を
使
う
。

⑥
残
っ
た
食
品

・�

調
理
前
に
手
を
洗
う
。

・�

早
く
冷
え
る
よ
う
に
小
分
け

に
す
る
。

・�

温
め
な
お
す
と
き
は
十
分
に

加
熱
す
る
。

（
目
安
は
75
℃
以
上
）

・�
時
間
が
経
ち
過
ぎ
た
り
、
少

し
で
も
怪
し
い
と
思
っ
た
ら

思
い
切
っ
て
捨
て
る
。

　
以
上
の
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
つ

け
、
食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ

う
。

　
「
守
ろ
う
交
通
ル
ー
ル　

高

め
よ
う
交
通
マ
ナ
ー
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
「
夏
の
交
通
安
全

県
民
運
動
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

期
間

　
７
月
10
日
㈬
〜
19
日
㈮

　
こ
の
期
間
中
は
、
左
記
の
項

目
を
重
点
目
標
に
交
通
安
全
運

動
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
一
人
一
人
が
交
通
事

故
の
防
止
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

 防災対策課（西館２階）  【担当】友田・東　☎37・6119

夏の交通安全県民運動

・
追
突
事
故
の
防
止

・
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交

　
通
事
故
防
止

・
道
路
横
断
中
の
交
通
事

　
故
の
根
絶

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

・
自
転
車
の
安
全
利
用
の

　
推
進

お
知
ら
せ
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お知らせ

 社会福祉課（西館１階）  【担当】江口・西岡　☎37・6107

パーキングパーミット制度〜本当に必要な人のために〜

　
「
佐
賀
県
パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー

ミ
ッ
ト
制
度
」
は
、
身
体
に
障

が
い
の
あ
る
人
、
高
齢
者
の

人
、
妊
産
婦
の
人
、
け
が
を
し

て
一
時
的
に
歩
行
が
困
難
な
人

な
ど
、
身
障
者
用
駐
車
場
を
本

当
に
必
要
と
す
る
人
の
た
め
の

制
度
で
す
。
利
用
で
き
る
人
に

は
申
請
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

で
、
県
内
に
共
通
す
る
パ
ー
キ

ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
（
身
障
者
用

駐
車
場
利
用
証
）
を
発
行
し
て

い
ま
す
。

利
用
で
き
る
人

①�

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
で

歩
行
が
困
難
な
人

②�

一
時
的
に
歩
行
が
困
難
な
人

（
け
が
や
病
気
の
人
、
妊
産

婦
で
妊
娠
７
カ
月
～
産
後
３

カ
月
の
人
）

③�

高
齢
者
で
歩
行
が
困
難
な
人

（
要
介
護
１
以
上
の
人
）

④�

難
病
な
ど
に
よ
り
、
歩
行
が

困
難
な
人（
難
病
患
者
の
人
、

療
育
手
帳
の
障
が
い
の
程
度

「
Ａ
」の
人
）

※�

申
請
に
必
要
な
書
類
や
有
効

期
限
は
担
当
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

公
共
施
設
、
県
と
提
携
し
て

い
る
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
や
店
舗
、
ホ
テ
ル
な
ど

の
商
業
施
設
の
身
障
者
用
駐

車
場
で
利
用
で
き
ま
す
。

※�

パ
ー
キ
ン
グ
パ
ー
ミ
ッ
ト
を

持
っ
て
い
な
い
人
が
駐
車
し

て
い
る
と
い
う
多
く
の
声
を

聞
き
ま
す
。
本
当
に
必
要
な

人
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▲この看板が目印！

 総合戦略課（西館２階） 
【担当】今村・西田　☎37・6110

 定住推進課（東館１階） 
【担当】髙口・小栁　☎37・61５0

定住促進住宅取得奨励金の
受け付けは終了しました

　

子
育
て
世
帯
な
ど
の
移

住
・
定
住
促
進
お
よ
び
地
域

の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
市

内
に
一
戸
建
て
住
宅
を
取
得

し
定
住
さ
れ
る
人
に
対
し
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
定

住
促
進
住
宅
取
得
奨
励
金
を

交
付
す
る
制
度
を
実
施
し
て

い
ま
し
た
。

　
ご
好
評
に
つ
き
、
５
月
3０

日
を
も
ち
ま
し
て
予
算
額
に

達
し
た
た
め
、
申
請
受
付
を

終
了
し
ま
し
た
。

　
ふ
る
さ
と
小
城
市
を
楽
し

く
紹
介
す
る「
お
ぎ
ま
ん
が
」

が
連
載
中
で
す
。
主
人
公
の

謎
の
狛
犬
と
小
城
に
住
む
高

校
生
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
ド

タ
バ
タ
漫
画
で
す
。

　
「
お
ぎ
ま
ん
が
」
は
、
小

城
市
広
報
番
組
お
ぎ
ゅ
っ
と

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
な
ど
で
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

おぎまんがを連載中です

ホームページ
http://ogyutto.jimdo.com

ＱＲコードからも
アクセスできます▶

10小城市広報 2 0 1 9年7月号



「市民活動センター」を活用ください！

　
「
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
」
で

は
、
市
民
活
動
に
役
立
つ
講
座

の
開
催
や
活
動
に
関
す
る
相
談

の
受
付
な
ど
、
市
民
活
動
団
体

の
活
動
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。ぜ
ひ
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

場
所

　
ゆ
め
ぷ
ら
っ
と
小
城　
２
階

開
館
時
間

　
1０
時
～
1９
時

休
館
日

　
月
曜
日
、
年
末
年
始

施
設
概
要

・
市
民
活
動
相
談
カ
ウ
ン
タ
ー

・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス

・
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

・
情
報
コ
ー
ナ
ー

・
市
民
団
体
用
ロ
ッ
カ
ー

・
市
民
団
体
用
レ
タ
ー
ケ
ー
ス

・�

パ
ソ
コ
ン
１
台
（
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
検
索
が
で
き
ま
す
）

※�

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
で
は
、

ロ
ッ
カ
ー
と
レ
タ
ー
ケ
ー
ス

の
利
用
団
体
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　
ロ
ッ
カ
ー
は
、
市
民
活
動
団

体
の
用
品
や
資
料
の
保
管
場
所

と
し
て
、
レ
タ
ー
ケ
ー
ス
は
、

郵
便
物
の
受
け
取
り
や
団
体
間

の
情
報
交
換
な
ど
に
利
用
で
き

ま
す
。
ご
利
用
に
は
、
利
用
申

請
が
必
要
で
す
の
で
、
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

料
金

・
ロ
ッ
カ
ー

（
年
１
、４
０
０
円�
税
別
）

・
レ
タ
ー
ケ
ー
ス
（
無
料
）

 ◦企画政策課（西館２階）　　　　　　　　　  【担当】森本・高塚　　☎37・611５
◦市民活動センター（ゆめぷらっと小城２階）  【担当】西岡・圓城寺　☎37・8861

 総務課（西館２階）  【担当】田中・古賀　☎37・6112

行政相談（無料）をご利用ください

　
行
政
相
談
は
、
公
正
・
中
立

の
立
場
で
行
政
な
ど
へ
の
苦
情

や
意
見
・
要
望
を
受
け
付
け
、

行
政
の
制
度
や
運
営
の
改
善
に

生
か
す
仕
組
み
で
す
。

　
市
内
４
カ
所
で
、
毎
月
第
１

か
ら
第
４
火
曜
日
に
皆
さ
ん
か

ら
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

（
詳
細
は
本
誌
２６
ペ
ー
ジ
）

行
政
相
談
委
員

小城市ホームページから
検索行政相談

小
城
地
区

三
日
月
地
区

牛
津
地
区

芦
刈
地
区

原
はら
田
だ
繁
しげ
美
み
さん古

ふる
川
かわ
吉
よし
光
みつ
さん

西
にし
村
むら
清
きよ
孝
たか
さん水

みず
田
た
一
かず
雄
お
さん

く
ら
し・困
り
ご
と

�
�

相
談
所

（
小
城
市
民
一
日
合
同
相
談
所
）

日
時　
７
月
18
日
㈭

　
1０
時
～
15
時

　
（
受
付
は
14
時
45
分
ま
で
）

場
所

　
小
城
市
役
所

　
西
館
２
階　
大
会
議
室

お
知
ら
せ
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お知らせ

 市民図書館  小 城 館　☎71・1131
三日月館　☎72・4946

 市民図書館  三日月館 
【担当】田島・土師　☎72・4946

図書館職員を一日体験しよう！ 小城のお宝めぐりバスツアー
第７弾

　
毎
年
、
大
好
評
の
バ
ス
ツ

ア
ー
第
７
弾
！
バ
ス
で
市
内

を
ま
わ
り
な
が
ら
、
い
ろ
ん

な
小
城
の
「
お
宝
」
を
発
見

し
よ
う
！

　
夏
休
み
の
宿
題
・
思
い
出

づ
く
り
に
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

日
時　
７
月
２4
日
㈬

　
８
時
３0
分
〜
12
時
３0
分

対
象
者

　
小
学
３
年
生
〜
６
年
生

定
員　
２０
人

申
込
期
間　
６
月
25
日
㈫
〜

　
　
　
　
　
７
月
７
日
㈰

参
加
費　
無
料

※�

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。
定
員
を
超
え
た
場

合
は
、抽
選
を
行
い
ま
す
。

応
募
方
法　
市
民
図
書
館
全

館
カ
ウ
ン
タ
ー
、
ま
た
は
電

話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
「
図
書
館
の
仕
事
っ
て
ど

ん
な
こ
と
を
す
る
ん
だ
ろ

う
？
や
っ
て
み
た
い
な
！
」

そ
う
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
？

　
一
日
だ
け
図
書
館
職
員
に

な
り
、
図
書
館
の
仕
事
を
体

験
し
て
み
ま
し
ょ
う
！

日
時　
８
時
３0
分
〜
12
時

・
小
城
館

　
７
月
３0
日
㈫

・
三
日
月
館

　
７
月
３1
日
㈬

対
象
者　
市
内
在
住
の

小
学
３
年
生
〜
６
年
生

募
集
人
数

　
各
館
４
人
ず
つ

申
込
期
限　
７
月
14
日
㈰

応
募
方
法

　
市
民
図
書
館
全
館
カ
ウ
ン

タ
ー
、
ま
た
は
電
話
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※�

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
を
行
い
、
後
日
結
果
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 人権・同和対策室（西館１階）  【担当】髙塚・原田　☎37・6136

　平成31年３月22日、佐賀新聞に「県内からネッ
ト出品」という記事が掲載されました。同和地区
の地名や戸数を一覧化した『全国部落調査』の原
本復刻版がインターネットのフリーマーケットに
佐賀県内から出品され、３冊が購入されていたと
みられることが分かったというのです。
　今もなお、私たちの身近なところで、身元調査
を行い、就職差別や結婚差別につながることが起
こっているのです。先入観や偏見に惑わされず、
あらゆる差別をなくしていけるよう、意識を変え
ることが大切です。一人一人が意識を持つことで
全ての人が幸せに暮らしていけるように…。
　意識を変えるきっかけ作りを目的に、市では年
８回「じんけんふれあいセミナー」（第２回目７月

17日（水）13時30分～）を開催。
　また、８月２日（金）14時から、ドゥイング
三日月で「人権・同和問題を考える講演会」が開
催されます。講師の松

まつ
村
むら
智
さと
広
ひろ
さんは元中学校教師

で人権問題を明るく前向きにとらえたお話をされ
ています。差別の現実と、人として大切なことは
何かを改めて感じ学ぶことができる講演会です。
　ぜひ、たくさんの人に聞いていただき、セミナー
や講演会で学んだこと、感じたことを自分自身の
大切な人へ伝え、さらにこれから先、子どもや孫
たちに、「人として大切な事を教えていく」ことが
できれば差別をなくす行動に繋がるのではないで
しょうか。

社会教育指導員　八
や

頭
とう

司
じ

美
み

和
わ

「差別をなくす行動へ」
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 商工観光課（東館１階）  【担当】樋渡・相原　☎37・6129

プレミアム付商品券の“特殊詐欺”や“個人情報の詐取”に
ご注意ください

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
が
家

計
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る

と
と
も
に
、
地
域
の
消
費
を
下

支
え
す
る
た
め
に
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
を
発
行
し
ま
す
。

「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
に

関
し
て

・ 「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」

を
販
売
す
る
た
め
に
、
市
や

内
閣
府
な
ど
が
手
数
料
な
ど

の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・ 

市
や
内
閣
府
な
ど
が
A
T
M

（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

現
金
自
動
支
払
機
）
の
操
作

を
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

・ 

現
時
点
で
、
市
や
内
閣
府
な

ど
が
住
民
の
皆
さ
ん
の
世
帯

構
成
な
ど
の
個
人
情
報
を
照

会
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　
ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
や

内
閣
府
の
職
員
な
ど
を
か
た
っ

た
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
、

郵
便
が
届
い
た
ら
、
迷
わ
ず
、

市
や
最
寄
り
の
警
察
署
（
ま
た

は
警
察
相
談
専
用
電
話（
＃
９

１
１
０
））に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

〈
制
度
概
要
〉

購
入
対
象
者

①�

令
和
元
年
度
の
住
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
人

・�
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る

人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人

（
生
計
を
一
つ
に
す
る
配
偶

者
、
扶
養
親
族
な
ど
）
お
よ

び
生
活
保
護
の
受
給
対
象
者

は
除
き
ま
す
。

②�

平
成
２8
年
４
月
２
日
～
令
和

元
年
９
月
3０
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
子
ど
も
が
い
る
世
帯
の

世
帯
主

　
①
、
②
両
方
の
要
件
に
該
当

す
る
人
は
両
方
と
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

購
入
限
度
額

・�

住
民
税
非
課
税
の
人
（
上
記

①
）
１
人
に
つ
き
、
最
大
２

５
、０
０
０
円
の
商
品
券
を

2
０
、０
０
０
円
で
購
入
で

き
ま
す
。

・�

子
育
て
世
帯
主
（
上
記
②
）

対
象
と
な
る
子
ど
も
１
人
に

つ
き
、
最
大
２
５
、０
０
０

円
の
商
品
券
を
２
０
、０
０

０
円
で
購
入
で
き
ま
す
。

申
請
期
間

　
８
月
下
旬
ご
ろ
〜

�

令
和
２
年
２
月
29
日

購
入
可
能
期
間

　
1０
月
１
日
～

�

令
和
２
年
３
月
31
日

使
用
可
能
期
間

　
1０
月
１
日
～

�

令
和
２
年
３
月
31
日

※�
詳
細
は
、
決
ま
り
次
第
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
梅
雨
は
、
草
木
な
ど
が
繁
茂

し
や
す
い
時
期
で
す
。�

　
適
正
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い

空
き
家
の
敷
地
内
の
草
木
な
ど

が
繁
茂
し
越
境
す
る
と
、
近
隣

へ
の
迷
惑
や
通
行
な
ど
の
妨
げ

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
草
木
な
ど
が
生
い

茂
る
こ
と
で
、
景
観
も
悪
く
な

り
、
防
犯
上
の
危
険
性
も
高
ま

り
ま
す
。

　
空
き
家
を
所
有
・
管
理
さ
れ

て
い
る
人
は
、
剪
定
や
除
草
な

ど
を
行
い
、
責
任
を
も
っ
て
適

正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

管
理
が
難
し
い
場
合
は
…

　
市
は
空
き
家
の
管
理
（
見
回

り
・
除
草
作
業
な
ど
）
に
つ
い

て
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

と
協
定
を
締
結
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

小
城
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

☎︎
7３
・
９
６
６
９

 定住推進課（東館１階）  【担当】森永・御厨　☎37・61５0

空き家の適正な管理をしましょう（草刈り・剪定）

「カクニャン」

お
知
ら
せ
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お知らせ

 下水道課（東館２階）  【担当】糸山・飯守　☎37・6122

公共下水道供用開始に伴う接続手続き

　
６
月
3０
日
㈰
か
ら
、
次
の

行
政
区
の
一
部
が
供
用
開
始

区
域
（
下
水
道
を
使
用
で
き

る
区
域
）
と
な
り
ま
す
。

対
象
行
政
区

・
三
日
月
町
の
甘
木

・�
小
城
町
の
朝
日
町
、小
城

本
町

・
芦
刈
町
の
八
枝

宅
内
排
水
設
備
工
事

　
下
水
道
を
使
用
す
る
た
め

に
は
、
宅
内
排
水
設
備
工
事

が
必
要
で
す
。
市
が
指
定
し

て
い
る
「
排
水
設
備
指
定
工

事
店
」
に
依
頼
し
、
市
へ
届

け
出
を
行
っ
た
後
に
工
事
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

工
事
費
用　
宅
内
排
水
設
備

に
か
か
る
費
用
は
、
個
人
負

担
と
な
り
ま
す
。

補
助
制
度　
排
水
設
備
工
事

に
か
か
る
費
用
の
負
担
を
少

し
で
も
軽
減
で
き
る
よ
う

に
、
次
の
よ
う
な
制
度
を
設

け
て
い
ま
す
。

・�

下
水
道
等
宅
内
改
造
積
立

金
補
助
金
交
付
制
度

・�

水
洗
便
所
等
改
造
資
金
利

子
補
給
金
交
付
制
度

　
市
で
は
、
将
来
に
美
し
い

自
然
を
残
す
た
め
、
家
庭
か

ら
の
生
活
雑
排
水
を
浄
化
す

る
下
水
道
を
整
備
し
て
い
ま

す
。

　
そ
の
た
め
に
は
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
が
不
可
欠
で

す
。

　
下
水
道
供
用
開
始
と
な
っ

た
区
域
内
の
家
庭
は
、
早
め

の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

※�
区
域
の
確
認
や
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

小城市ホームページから
検索下水道　供用

クリーンますクリーンます 汚水ます汚水ます 汚水ます汚水ます 公共ます公共ます 本管本管
側溝側溝

官民
境界

官民
境界

道路道路

排水設備排水設備
（個人で設置、管理します）（個人で設置、管理します） （市が設置、管理します）（市が設置、管理します）

下水道下水道

（５月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）� （単位：円、％）

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額 
(うち消費税相当額)

予定価格 
(うち消費税相当額) 落札率 入札執行課

平成31年度
小城公共下水道事業
西部１号汚水第１号管渠布設工事

㈱政工務店、西岡建設㈱、㈱下村建設、
㈱エグチ・ビルド、㈱久保建設、
㈱城南建設、㈱大義建設、
岡本建設㈱、㈱中島工務店

㈱大義建設
60,830,000
(5,530,000)

62,777,000
(5,707,000)

96.90 

財政課�
☎37・6117

平成30年度（繰越）
小城公共下水道事業
中央汚水第２号管渠布設工事

㈱下村建設
66,550,000
(6,050,000)

71,379,000
(6,489,000)

93.23 

平成31年度（令和元年度）�
芦刈特定環境保全公共下水道
事業高道・舎人管渠布設工事

㈱政工務店
62,920,000
(5,720,000)

66,363,000
(6,033,000)

94.81 

平成31年度（令和元年度）
小城公共下水道事業
小城本町第1号管渠布設工事

西岡建設㈱
30,140,000
(2,740,000)

30,877,000
(2,807,000)

97.61 

 財政課（西館２階）  【担当】古賀・野中　☎37・6117入札結果を公表します

※入札結果は、市ホームページでも公表しています。 小城市ホームページから 検索入札結果

　
家
庭
か
ら
出
る
紙
や

ビ
ニ
ー
ル
な
ど
の
ご
み

を
自
宅
敷
地
な
ど
で
野

外
焼
却
し
て
い
る
事
案

が
み
ら
れ
ま
す
。�

　
家
庭
ご
み
を
自
宅
の

敷
地
な
ど
で
焼
却
す
る

こ
と
は
法
律
で
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
野
外
焼
却
は
火

災
や
煙
に
よ
る
近
所
ト

ラ
ブ
ル
に
も
つ
な
が
り

か
ね
ま
せ
ん
。
絶
対
に

や
め
ま
し
ょ
う
。

　
家
庭
か
ら
出
る
燃
え

る
ご
み
は
指
定
の
袋

（
黄
色
）
に
入
れ
て
小

城
市
の
ご
み
回
収
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　
ご
み
の
適
正
な
処
理

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

 環境課（西館１階）  【担当】池田・牟田　☎37・6102家庭ごみの焼却はやめましょう�
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